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福岡市開発技術マニュアル

第１章 総 則

（目的）

１ この基準は，都市計画法の規定に基づく開発行為の許可に係るものについて，必要な技術的な基準

を定め, 設計の指針とすることを目的とする。

（計画人口）

２ 開発区域における計画人口は，予定建築物に住戸を含む場合には本市の最近の国勢調査の結果に基

づいて，住戸１戸につき通常居住している人数に計画住戸数を乗じることにより算定するものとし、

１戸当たり人員を次のとおりとする。

なお、公共施設の管理者との協議により、次に定める計画人口の数値以上で開発計画を行うことに

ついては支障がないものとする。

１戸建て住宅の場合 １戸当たり人員 ２．８人

共同住宅（ワンルーム、専用床面積２５㎡以下）の場合 １戸当たり人員 １．０人

共同住宅（専用床面積２５㎡超～７５㎡以下）の場合 １戸当たり人員 １．９人

共同住宅（専用床面積７５㎡超）の場合 １戸当たり人員 ２．７人

※ 適用される開発計画（公園、下水道、上水道、消防、集会所計画等）

第２章 公園の設置等

（公園の面積）

１ 公園の面積について

(1) 開発区域内に設ける公園の面積の合計は，開発区域の面積に応じ次表の数値以上とする。

開発区域の面積 公園の種別・規模 総面積

0.3ha以上～1ha未満 公園１箇所

1ha以上～5ha未満 各公園300㎡以上

5ha以上～20ha未満 1,000㎡以上の公園１箇所以上及びその他 開発区域面積の

の各公園300㎡以上 ３％以上 かつ 計画人口

１人当たり３㎡以上の公園

20ha以上～40ha未満 1,000㎡以上の公園２箇所以上及びその他

の各公園300㎡以上

40ha以上 開発区域の面積の1.5％以上の公園１箇所

以上，1,000㎡以上の公園１箇所以上及びそ

の他の各公園300㎡以上

ただし，開発区域の面積が５ha未満のものについては，開発区域の周辺に既設の（又は設置計画の

ある）街区公園がある場合で，市長が支障がないと認めたときは，公園等を設置しないことができ

る。
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(2) 公園の面積の算定に当たっては，道路，河川，宅地その他明らかに公園以外の目的を持つと認め

られる土地若しくは施設の敷地又はそれらの構成部分である土地を含まないものとする。

(3) 開発区域の周辺に既設の（又は設置計画のある）街区公園がある場合とは，既設の（又は設置計

画のある）街区公園の面積ＰによるＲを算出し，その公園の中心からＲの半径をもつ円の内側の区

域に当該開発区域の全部が含まれる場合とする。

なお，Ｒ＝250ｍを限度とする。

Ｒ＝5√Ｐ （Ｐは既設街区公園の面積：㎡）

ただし，開発区域と既設の街区公園の間に交通量の多い主要道路，鉄道，河川，池その他利用者

の通行に危険を及ぼすものや不能にする地物，施設等がある場合は除く。

（地形，形状）

２ 公園の地形，形状について

(1) 敷地の形状は，正方形，長方形等まとまりのある整形とし，著しい狭長，屈曲，勾配，複雑な出

入りの形状であってはならない。

(2) 公園の敷地内に危険な斜面地，がけ及び崩壊，流失のおそれのあるのり面等利用上障害となり危

険な地物を含んではならず，また，これらの土地に接してはならない。ただし，安全が確かめられ

た場合はこの限りでない。

(3) 公園の敷地は原則として平坦地とし，平坦地以外は公園の有効面積に含めてはならない。また，

外周以外の部分は，次に掲げる地形としてはならない。

ア 高さ３ｍを超える斜面

イ 勾配30度以上であって，高さ２ｍを超える斜面

（占用物件について）

３ 占用物件について

(1) 都市公園法に基づく占用の許可がなされないような工作物、その他の物件及び施設を含んではな

らない。

(2) 都市公園法に基づく占用物件についても、事前に公園管理者と十分な協議を行い、承諾を得なけ

ればならない。

（公園の帰属）

４ 公園の帰属について

(1) 公園は本市に帰属すること。

(2) 公園の敷地内に抵当権，借地権，地役権等が設定された土地を含んではならない。

（出入口及び園路）

５ 公園の出入口，園路について

(1) 公園は公道に接するよう設置すること。

(2) 公園の出入口のうち１箇所は車両が出入りできるものでなければならない。出入口には，児童の

飛び出しを防ぐ構造で，車止めを設けること。なお，車両が出入りできるものにあっては着脱でき

る形式とする。
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（公園施設）

６ 公園施設について

(1) 公園施設については,｢福岡市福祉のまちづくり条例」に基づき計画すること。

(2) 公園は，敷地内外の雨水，湧水，その他の地表水及び汚水を有効に排除すべき排水施設を設ける

こと。

（境界標）

７ 公園と公園以外の区域の境界には，その区域を明確にするため市が指定する規格の境界標を公園内

に設置するものとする。境界標は原則としてコンクリート柱とするが擁壁やブロックが境界となる場

合は公園管理者と協議のうえ金属プレートを使用することができる。

（その他）

８ 公園は，必要に応じて利用者に支障がないような危険防止策を講ずること。

（公園の計画）

９ 開発行為により公園（都市計画法（昭和３１年法律第７９条）第２条に規定する都市公園をいう。

以下同じ。）を設置するときは，居住者のレクリエーション，災害時における避難等の用に供するた

め，安全かつ有効に利用できるよう公園を設置しなければならない。

10 開発行為により設置する公園は，次表に定める公園を標準として計画しなければならない。

公園の種別 誘致距離 標準規模 公 園 施 設 摘 要

植栽，芝生, ベンチ, ぶらんこ,

幼児公園 0.1ﾍｸﾀｰﾙ すべり台, スプリング遊具, さく

未満 ，公園灯，案内板，車止めその他 主として街区内に居住

これらに類するもの する者の利用に供する事

を目的とするもの

街区公園 250ﾒｰﾄﾙ 0.25ﾍｸﾀｰﾙ

幼児公園の項に定める公園施設の

ほか, シェルター，縁台，鉄棒,

混成遊具, パーゴラ,便所,水飲場

その他これらに類するもの 主として近隣に居住す

近隣公園 500ﾒｰﾄﾙ ２ﾍｸﾀｰﾙ る者の利用に供する事を

目的とするもの

備考 公園施設は，福岡市公園施設標準設計図集（平成12年４月制定）に定める構造とする。

（樹木及び表土の保全）

11 開発者は、開発区域の面積が１ｈａ以上である場合は、法第３３条第１項第９号の措置を講ずるに

当たって、「樹木及び樹林の現況図」を作成し、樹木及び表土の保全について、市長と協議しなけれ

ばならない。
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12 前項の「樹木及び樹林の現況図」には、樹木（高さ１０ｍ以上）の位置・樹高・胸高直径を記入し、

かつ、高さ５ｍ以上の樹木からなる面積３００㎡以上の樹林が存在する場合には、その範囲・種類を

記入すること。

第３章 道路の設置

１．道路の幅員

(1) 開発許可の基準

主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為

にあっては，道路，公園，広場その他の公共の用に供する空地（消防に必要な水利が十分でない場

合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。）が，次に掲げる事項を勘案して環境の保全上，

災害の防止上，通行の安全上又は事業活動の効率上支障ないような規模及び構造で適当に配置され，

かつ，開発区域内の主要な道路が，開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められ

ていること。

この場合において，当該空地に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合して

いること。

イ 開発区域の規模，形状及び周囲の状況

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質

ハ 予定建築物等の用途

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置

(2) 法第33条第2項に規定する技術的細目のうち，同条第1項第2号に関するもの

法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち，同条第１項第２号に関するものは，次に掲げる

ものとする。

一 道路は，都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく，

かつ，開発区域外にある道路と接続する必要があるときは，当該道路と接続してこれらの道路の

機能が有効に発揮されるように設計されていること。

二 予定建築物等の用途，予定建築物等の敷地の規模等に応じて，６ｍ以上１２ｍ以下で国土交通

省令で定める幅員（小区間で通行上支障がない場合は，４ｍ以上の幅員）の道路が当該予定建築

物等の敷地に接するように配置されていること。

ただし，開発区域の規模及び形状，開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして

これによることが著しく困難と認められる場合であって，環境の保全上，災害の防止上，通行の

安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省令で定め
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るものが配置されているときは，この限りでない。

三 市街化調整区域における開発区域の面積が２０ha以上の開発行為（主として第二種特定工作物

の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）にあっては，予定建築物等の敷地から２５０

ｍ以内の距離に幅員１２ｍ以上の道路が設けられていること。

四 開発区域内の主要な道路は，開発区域外の幅員９ｍ（主として住宅の建築の用に供する目的で

行う開発行為にあっては，６．５ｍ）以上の道路（開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得

ないと認められるときは，車両の通行に支障がない道路）に接続していること。

五 開発区域内の幅員９ｍ以上の道路は，歩車道が分離されていること。

(3) 令第25条第2号の国土交通省令で定める道路の幅員

令第25条第2号の国土交通省令で定める道路の幅員は，住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第

一種特定工作物の敷地でその規模が１，０００㎡未満のものにあっては６ｍ，その他のものにあっ

ては９ｍとする。

(4) 令第２５条第２号ただし書きの国土交通省令で定める道路

令第２５条第２号ただし書の国土交通省令で定める道路は，次に掲げる要件に該当するものとす

る。

一 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。

二 幅員が４ｍ以上であること。

(5) 開発者における自主管理道路（福岡市長以外の者を管理者と定める道路）の取り扱いについては

次のとおりとする。

ア 対象とする開発行為は次の各号に該当するものとする。

(ｱ）新設道路（既存道路の拡幅部分を除く。）について開発許可申請者から私道として取り扱う

よう要望があり、かつ、法第３２条の同意・協議が整ったもの。

(ｲ) 戸建住宅の建築を目的としたものであること。

(ｳ) 開発区域面積は、３，０００㎡未満であること。

(ｴ）当該道路の沿道地域は、第１種低層住居専用地域若しくは第２種低層住居専用地域にあるか、

又は、第１種低層住居専用地域若しくは第２種低層住居専用地域以外であっても、地区計画若

しくは建築協定等により、第１種低層住居専用地域若しくは第２種低層住居専用地域と同様の
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規制が行われている低層住宅地であること。

イ 技術基準

(ｱ）当該道路形状及び形態は、沿道宅地へのサービス以外の目的で通過交通が生じないものであ

って、かつ、当該開発区域外の土地における建築物の建築等に利用させる恐れがないものであ

ること。

(ｲ）当該道路に設置される水道管は、当該開発区域のみを対象とし、公道並みの許可基準で行う

こと。

(ｳ）当該道路は、側溝、縁石、標示杭等を設置して、他の土地と区画し、接続前面道路から見や

すい場所に標示板を設置すること。

１ 材質は、石版その他これらに類するもの

とする。

２ 大きさは、縦 150ミリメートル、横250自 主 管 理 道 路

ミリメートルとする。

年 月 日 ３ 年月日は開発許可年月日で、和暦で表示

する。

第 号 ４ 番号は開発許可番号とする。

(ｴ）当該道路の延長は、１５０ｍ以下であること。

(ｵ）道路幅員６ｍ未満の行き止まりとなる道路については、３５ｍ以内に転回広場を設置するこ

と。

ウ その他

(ｱ）道路となる土地の部分は、不動産登記法に基づく分筆を行い、地目を公衆用道路とし、開発

行為に関する工事が完了したときに次の各号に掲げる図書を市長に提出すること。

①土地登記簿謄本

②地図等の写し

③道路実測確定図

(ｲ）道路に係る土地に地上権（公共の下水道等は除く）、質権、賃借権等が存しないこと。

(ｳ）通行地役権を設定すること。

(ｴ）道路の管理に関する協定書（様式17）を締結すること。

(ｵ）販売にあたっては、この道路に接道する宅地購入者が道路の共有者となるようにすること。
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（6）道路の幅員早見表

※幅員については、有効幅員とする予定建築物の用途が住宅の敷地

面積 ①敷地が接す ②区域内主 ③区域内主要道路

る道路 要道路 が接続する道路

0.1ha未満 6.0ｍ以上 6.0ｍ以上 6.5ｍ以上で区域

0.1ha以上 5ha未満 6.0ｍ以上 6.0ｍ以上 内主要道路以上

5ha以上10ha未満 6.0ｍ以上 6.0ｍ以上

10ha以上20ha未満 6.0ｍ以上 6.0ｍ以上

20ha以上 6.0ｍ以上 6.0ｍ以上

予定建築物の用途がその他の敷地

面積 ①敷地が接す ②区域内主 ③区域内主要道路

る道路 要道路 が接続する道路

0.1ha未満 6.0ｍ以上 6.0ｍ以上 9.0ｍ以上で区域

0.1ha以上5ha未満 9.0ｍ以上 9.0ｍ以上 内主要道路以上

5ha以上10ha未満 9.0ｍ以上 9.0ｍ以上

10ha以上20ha未満 9.0ｍ以上 9.0ｍ以上

20ha以上 9.0ｍ以上 9.0ｍ以上

①、③ ②

幹 ①

線 ①

道

路

主方向
①

①、③

区域内主要道路

開発区域
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①敷地が接する道路の緩和

１．予定建築物の用途が住宅であり，その利用者が当該道路に面する敷地の居住者等に限られる

場合で，かつ，小区間で通行上支障がない場合は，所定の幅員を４ｍ以上とすることができ

る。ただし，路上施設（標識，防護柵等）については，所定の幅員には含めないものとする。

２．開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する既存道路で，開発区域

の規模及び形状，開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして，これによること

が著しく困難と認められる場合は，所定の幅員を４ｍ以上で，環境の保全上，災害の防止上，

通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路とすることが

できる。

②区域内主要道路の緩和

１．小規模開発行為において，その利用者が当該道路に面する敷地の居住者等に限られる場合

で，かつ，小区間で通行上支障がない場合は，所定の幅員を①－１とすることができる。

③区域内主要道路が接続する道路の緩和

１．開発区域の周辺の道路状況によりやむを得ないと認められるときは，所定の幅員を６ｍ以上

で，車両の通行に支障がない道路とすることができる。

④開発区域に至る道路の緩和

１．開発区域の周辺の道路状況によりやむを得ないと認められるときは，所定の幅員を４ｍ以上

で車両の通行に支障がない道路とすることができる。

※ 開発区域に接する既存道路で，開発区域の規模及び形状，開発区域の周辺の土地の地形及び

利用の態様等に照らして，これによることが著しく困難と認められる場合は，既存道路の中心

線から所定の幅員の１／２以上で，環境の保全上，災害の防止上，通行の安全上及び事業活動

の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路とすることができる。

なお，開発区域の対向地において開発行為等により既に拡幅されている場合，又は崖地等に

より拡幅が不可能である場合は，この緩和は適用されない。

(7) 歩行者専用道路の幅員は，２．０ｍ以上とし，自転車歩行者専用道路の幅員は，４．０ｍ以上と

するものとする。

(8) 歩道の有効幅員は２ｍ以上とし，道路幅員１０ｍ以上とするように努める。

(9) 幅員の標準規定

道路の幅員とは，下記の標準断面図のとおり有効幅員であり，蓋無しの側溝，擁壁，防護柵等は

幅員に含めないものとする。
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防 護 柵

６ｍ

擁 壁

側 溝

２．道路の形態制限

(1) 道路は，袋路状とならないようにしなければならない。ただし，当該道路の延長若しくは当該道

路と他の道路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等，

避難上及び車両の通行上支障がない場合は，この限りでない。

(2) 道路幅員６ｍ未満の行き止まりとなる道路については，必要な箇所に転回広場を設置しなければ

ならない。

参 考 図

（ア）終端に設ける転回広場（単位：ｍ） Ｗ＝道路幅員

4.02.0

2.0 4.0 5.0
2.0 5.0 2.0

ｗ ｗ
ｗ
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（イ）中間に設ける転回広場（単位：ｍ） Ｗ＝道路幅員

(3) 道路は，階段状とならないようにしなければならない。ただし，もっぱら歩行者の用に供する道

路で，通行の安全上支障がないと認められるものにあっては，この限りでない。

(4) 階段状とする場合は，福岡市福祉のまちづくり条例（立体横断歩道施設）の基準に適合しなけれ

ばならない。

(5) 歩道のない道路が同一平面で交差し，若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは

見通し及び車両の通行上支障がない構造（標準３ｍ）で街角が切り取られていなければならない。

(6) 道路の縦断勾配は，９パーセント以下でなければならない。ただし，地形等によりやむを得ない

と認められる場合は，小区間に限り，１２パーセント以下とすることができる。

(7) 道路縦断勾配が７％以上の場合は，すべり止め等交通の安全を確保するための必要な措置を講ず

るものとする。

(8) 縦断線形

ア 縦断勾配変換点には，所要の縦断曲線長をとるものとする。

イ 縦断線形の凹部及び凸部には，小半径の平面線形をとらないものとする。

ウ 平面線形が小半径の区間では，ゆるやかな勾配とするものとする。

エ 主要な道路がその他の道路と接続する場合は，主要な道路の縦断勾配を変化させてはならない。

また，その他の道路の縦横断勾配は，主要な道路の縦断勾配に滑らかに接続しなければならない。

(9) 平面線形

ア 主要な道路の線形は滑らかな構造とし曲線長は適切な長さを取るものとする。

イ 背向する曲線間には，適切な直線区間を設けるものとする。

ウ 曲線部には，必要に応じて片勾配をつけ，拡幅するとともに前後に緩和区間を設け，路面構造

は，すべり止め等必要な措置をするものとする。

4.02.0

ｗ
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３．舗装

(1) 道路は，砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造（全面舗装）とし，かつ，

路面の排水に支障のない範囲においてゆるやかな横断勾配（標準１．５～２．０％）が付されなけ

ればならない。

(2) 開発区域内の道路は、アスファルト舗装（開発区域の周辺の道路の状況により市長がやむ得ない

と認めるときは、市長が認める材質による舗装）とすること。

４．構造等

(1) 道路には，雨水等を有効に排出するために必要な側溝，街渠その他適当な施設が設けられなけれ

ばならない。

一 排水施設は，堅固で耐久力を有する構造としなければならない。

二 排水施設は，コンクリート，れんがその他の耐水性の材料で造り，かつ，漏水を最小限度のも

のとする措置が講ぜられていなければならない。

三 公共の用に供する排水施設は，道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されて

いなければならない。

四 公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分の内径又は内のり幅は，２０cm以上で

なければならない。

五 排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に揚げる箇所には，桝又はマンホールが設置されな

ければならない。

イ 公共の用に供する管渠の始まる箇所

ロ 下水の流路方向，勾配又は横断面が著しく変化する箇所。ただし，管渠の清掃に支障がない

ときは，この限りでない。

ハ 管渠の長さその内径又は内のり幅の１２０倍をこえない範囲において管渠の維持管理上必要

な箇所。

六 桝又はマンホールの底には，もっぱら雨水を排除すべき桝にあっては，深さが１５cm以上の泥

溜めが，その他の桝又はマンホールにあってはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当

の幅のインバートが設けられていなければならない。

(2) 歩道は，縁石線又はさくその他これに類する工作物によって車道から分離されていなければなら

ない。

(3) 歩道の構造は，原則としてセミフラット型とするものとする。

(4) 擁壁については，次に定めるところによらなければならない。

一 擁壁の構造は，構造計算，実験等によって，次に該当することが確かめられたものでなければ

ならない。

イ 土圧，水圧及び自重（以下この号では「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されないこ

と。

ロ 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。

ハ 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。

ニ 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。
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二 擁壁には，その裏面の排水をよくするため，水抜穴が設けられ，擁壁の裏面で水抜き穴の周辺

その他必要な場所には，砂利等の透水層が設けられていること。ただし，空積造その他擁壁の裏

面の水が有効に排水できる構造のものにあっては，この限りでない。

(5) 境界標の埋設

道路と道路以外の区域との筆界には，市規格の境界標を道路内に埋設するものとする。この場合

の境界標は，原則としてコンクリート柱に根巻きしたもの及び道路構造物が境界となる場合は，金

属プレートとするものとする。

(6) 開発区域内の敷地において道路への車両の出入口を設置する場合は，道路交通に影響の少ない位

置とし，その数、規模等を必要最小限度のものとする。

(7) 安全施設

ア セットバック等により，通行の安全上必要とされる箇所には，防護柵及び反射板等を設置する

ものとする。

イ 主として夜間における道路屈折部及び交差点等，通行の安全上必要とされる箇所には，照明灯

を設置するものとする。

ウ 道路屈折部及び見通しの悪い交差点等，通行の安全上必要とされる箇所には，道路反射鏡（カ

ーブミラー）を設置するものとする。

(8) 道路と敷地とは，縁石等により境界が明確にされているものとする。

５．道路の設計

道路の設計に当たっては，当該技術基準全般によるほか，道路法及び道路交通法又は，これによ

る施行令，施行規則並びにこれらに基づく技術基準によるものとする。

６．道路の施工

道路の施工に当たっては，福岡市土木施工管理基準（平成１０年４月改定）に準じた施工管理に

努めるものとする。

第４章 下水道計画と施設設置計画

１ 下水道計画

計画下水量は，計画排水区域を対象として計画汚水量及び計画雨水量を計算すること。

但し，地形上開発区域外の流入区域がある場合は，将来の住宅地域化等を検討の上その下水量を考

慮すること。

１）計画汚水量 計画汚水量は，次の各号を考慮し定めること。

・本市の公共下水道の計画諸元との整合を図り算出すること。

・汚水管渠は，計画時間最大汚水量にて計画すること。

２）計画雨水量 計画雨水量は，次の各号を考慮し定めること。
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・本市の公共下水道の計画諸元との整合を図り算出すること。

・計画雨水排水区域は，開発区域を含む地形上の流域とすること。

２ 下水道施設計画

下水道施設計画は，次の各号を考慮して行うこと。

１）施設計画（汚水・雨水）は，開発区域内の汚水と雨水を分離して排除する構造とすること。

２）施設計画は，本市の整備計画を十分把握した上で行うこと。

３）施設計画は，当該開発区域付近の地下埋設物並びに，流出先の水路や管渠等の断面・流下能力

等の現況を調査すると伴に，付近一帯の都市の発展形態等も十分考慮して，将来とも支障のない

計画とすること。

４）施設計画は，「福岡市下水道施設計画諸元」，「福岡市下水道標準設計運用基準書」，「下水

道設計標準図（福岡市下水道局）」を遵守し行うことを原則とする。

３ 路線計画

路線計画は，「福岡市下水道施設計画諸元」により，次の各号を考慮し定めること。

１）流出量の算定

・汚水量 認可申請書を参照。

・雨水量 合理式にて算定。

「合理式」

Ｑ：計画流出量（m3／sec）

１ Ｃ：流出係数（０．６５～０．７５）

Ｑ＝ ・Ｃ・Ｉ・Ａ Ｉ：降雨強度（ｍｍ／ｈｒ）

360 Ａ：集水面積（ｈａ）

「１０年降雨強度式」

５，４４０

Ｉ＝ ※１０年確率の降雨強度：５９．１ｍｍ

Ｔ＋ ３２

「流達時間」

・流達時間Ｔ＝流入時間ｔ１＋流下時間ｔ２

・流入時間ｔ１＝６分

・流下時間ｔ２＝Ｌ／６０・Ｖ

Ｌ：管渠延長（ｍ）

Ｖ：マニングによる平均流速（ｍ／sec）

枝線は，1.50m/sec，幹線はトライアルを行う。
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２）流量計算

・汚水 マニング公式 満流計算

・雨水 マニング公式 ９割水深

「マニング公式」

Ｖ：流速（ｍ／ｓｅｃ）

2 1 ｎ：粗度係数

Ｖ＝1／ｎ・Ｒ 3 ・Ｉ 2 ・汚水管

塩ビ管,ﾚｼﾞﾝ管,強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管 0.010

陶管,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 0.013

・雨水管

Ｑ＝Ａ・Ｖ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 0.013

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ,三面水路,側溝 0.015

Ｉ：勾配

Ｑ：流量 （ｍ３／ｓｅｃ）

Ｒ：径深＝Ａ／Ｐ（ｍ）

Ａ：流水の断面積（ｍ２）

Ｐ：流水の潤辺長（ｍ）

３）余裕率

・汚水 小径管渠 ２００ｍｍ～ ６００ｍｍ １００％

中径管渠 ７００ｍｍ～１，５００ｍｍ ８０％

大径管渠 １，６５０ｍｍ～３，０００ｍｍ ５０％

・雨水 幹線 １０％

枝線 １０％

４）最小断面

・汚水 公共分流 ２００ｍｍ 特定環境保全公共下水道 １５０ｍｍ

・雨水 □３００ｍｍ×３００ｍｍ

・合流 ２５０ｍｍ

５）設計流速

・汚水 Ｖが０．６０m/sec～３．０m/secの範囲

・雨水 Ｖが０．８０m/sec～３．０m/secの範囲

６）流速並びに勾配

(1)汚水管渠

・流速 原則として下流へ行くに従い，次第に漸増する計画とする。

また，土砂類の沈殿ならびに管渠の損傷防止の観点から0.60ｍ/s～3.0m/sの範囲内で

決定する。（但し，幹線の最小流速は実流速で0.80m/sとする。）
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・勾配 原則として下流へ行くに従い緩くなるように計画する。

・接続 原則として管頂接合，他事情により協議する。

(2)雨水渠

・流速 原則として下流へ行くに従い，次第に漸増する計画とする。

雨水渠も汚水管と同じ観点から0.80ｍ/s～3.0m/s以下とする。

但し，既設管渠で3.0ｍ/sを超えるものについては，現況のままで使用する。

・勾配 原則として下流へ行くに従い緩くなるように計画する。

・接続 原則として管頂接合，幹線については背水計画を行うこと。

※折曲部，桝部及び圧力管でのエアーハンマー等の水理検討を行うものとする。

(3)最小勾配

・２００ｍｍ以下の剛性管の最小勾配は3.0‰，可とう管（塩ビ管等）の最小勾配は5.0‰と

する。

４ 管路の設計

管路は，次の各号を考慮し設計すること。

１）管渠は，計画下水量が支障なく流下するようにその断面，勾配等を定めること。

２）管渠は，原則として暗渠とすること。但し，放流渠及び分流式による雨水渠はこの限りでは

ない。

３）管路は，地形・地質・道路幅員・地下埋設物・在来排水等を考慮し定めること。

４）管路における伏せ越しは，原則として行わないこと。

５）地下埋設物と本管との離隔は３０㎝以上，取付管は１０㎝程度以上確保すること。

６）本管を埋設する際は，地表より１．０ｍ下方に，埋設標識テープを布設すること。

なお，管頂との離隔は，最低３０㎝を確保すること。また，塩ビ管及び強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管には

埋設表示テープを施すこと。

７）管種

管種は，次の各号によること。

(1)暗渠については，次の各号に適合させること。

・硬質塩化ビニル管，陶管，ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管，鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管等を用いること。

・断面の形は，円形若しくは長方形を標準とすること。

(2)開渠については，次の各号に適合させること。

・ｺﾝｸﾘｰﾄ又は鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ等によること。

・断面の形は，底面及び両側面にかかるＵ型とし，必要の応じて取り外しのできる蓋をする

こと。

８）最小土被り

(1)３００ｍｍ以下

・市道路の車道
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標準１．０ｍ但し，現地の状況により最小土被り０．６０ｍまでは，道路管理者との協議に

より可能。

・国道の車道

標準３．０ｍ 管理者と協議

(2)３００ｍｍ以上

・市道路の車道

標準１．２ｍ但し，現地の状況により最小土被り０．６０ｍまでは，道路管理者との協議に

より可能。

・国道の車道

標準３．０ｍ 管理者と協議

９）基礎工

・遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管は，ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎を標準とし使用区分は下表に示す。

種 別 使 用 区 分

砕石基礎 原則として良質土質地盤の標準基礎とする。

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 90度Ｉ型 砕石基礎で対応できない場合。

90度２型 地下水の高い箇所において対応する。

180度 90度基礎では耐えられない場合に対応する。

360度 180度基礎では耐えられない場合に使用する。

土被り0.5ｍ～1.0ｍ程度の場合。

・基礎地盤の条件に応じて，ｺﾝｸﾘｰﾄ・砕石・はしご胴木等の基礎とすること。

また，必要に応じて鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎・杭基礎又はこれらの組み合わせ基礎とすること。（ﾚｼﾞﾝ

ｺﾝｸﾘｰﾄ管でｺﾝｸﾘｰﾄ基礎の場合も同様とする。）

・ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管の基礎は砕石基礎を標準とし，構造上安定しない場合は，ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎とする。

なお，ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎とする場合は，鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管の基礎工の設計を参照すること。

・塩ビ管の基礎は，砂基礎を標準とする。

なお，軟弱地盤又は地下水量が多く砂の流出が予想される場合は，ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（又は栗石）と土木

安定ｼｰﾄを併用させ対応すること。

５ マンホールの設計

マンホールは，次の各号を考慮して定めること。

１）マンホールの布設位置

・マンホールの布設位置は，下記の条件により決定する。

(1) マンホールの最大間隔

マンホールの管渠別最大間隔

管渠（ｍｍ） １，０００以下 １，５００ １，６５０以上

最大間隔（ｍ） １００ １５０ ２００

但し，可とう性管（塩ビ管等）を使用する場合は，５０ｍ以下とする。
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(2) マンホールを設置する箇所

・管渠の起点，会合点

・管渠の方向，勾配，管径が変化する箇所

・管渠の段差が生じる箇所

・将来流入が予想される箇所

・維持管理の上で必要な箇所

(3) マンホール設置を避ける箇所

・玄関や出入口の前

・車道において車輌等のタイヤが常時通過する位置

・歩車道境界

・横断歩道

(4) 最上流人孔の位置

・最上流の人孔は，汚水桝と直結する。

・なお接続角度は，９０°が望ましい。

(5) 塩ビ管との接続

・マンホールと塩ビ管を接続する場合は，上流用及び下流用のマンホール継ぎ手を使用する

こと。

(6) 他の構造物との離隔

・平面的に構造物と交差する場合は標準として，最低外々３０㎝程度（本管は５０㎝）の離

隔を確保する。

(7) 副管付きマンホール

・汚水管を段差接合する場合で，段差が６０㎝以上の時は，副管付マンホールとすること。

また，マンホール部は，最低１㎝以上，枝線の流入がある場合は最低５㎝以上の段差を付

けて設計すること。

(8) 中間スラブ

・マンホール深さが，５．０ｍ以上の場合は，３～５ｍ以内に中間スラブを設けること。

(9) マンホール蓋の方向

・マンホール蓋は原則として，ちょう番を上流側につけて上流側に開くよう設置すること。

但し，流出方向が変化する場合は，流出方向の反対側とする。

２）マンホールの設置基準

(1) マンホールの種類

マンホールの種類は，次の４つに分けられる。

・組立マンホール

・小型マンホール（マシンホール）

・現場打標準マンホール（円形）

・現場打特殊マンホール（矩形）
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(2) マンホールの使用区分

番号 種 別 呼 び 方 形状寸法 用 途 本市の使用区分

１ 組立ﾏﾝﾎｰﾙ（円 特0号ﾏﾝﾎｰﾙ 楕円形60 内径250mm以 ・1号ﾏﾝﾎｰﾙが設置で形)

㎝×90㎝ 下の管の中間 きない場合

点及び会合点

0号ﾏﾝﾎｰﾙ 内径75㎝ 内径250mm以 ・特0号ﾏﾝﾎｰﾙで対応

下の管の中間 できない場合

点及び会合点 ・1.5ｍ以上の汚水桝

1号ﾏﾝﾎｰﾙ 内径90㎝ 内径600mm以 ・開削工法の標準ﾏﾝ

下の中間点並 ﾎｰﾙとする。

びに内径

450mmまでの

会合点

２ 小型ﾏﾝﾎｰﾙ（円 ﾏｼﾝﾎｰﾙ 内径30㎝ 内径200mm以形)

下の管の起点

及び中間点

３ 現場打標準ﾏﾝﾎｰﾙ 小ﾏﾝﾎｰﾙ 内径60㎝ 内径150mm以 ・1.5ｍ以上となる

（円形） 壁厚20㎝ 下 汚水桝

1号ﾏﾝﾎｰﾙ 内径90㎝ 内径600mm以 ・地下水位が高く１

壁厚20㎝ 下の管の中間 で問題がある場合

点並びに内径

450mmまでの

管の会合点

2号ﾏﾝﾎｰﾙ 内径120㎝ 内径900mm ・上記では対応でき

壁厚25㎝ 以下の管の中 ない場合

間点並びに内

径600mmまで

の管の会合点

3号ﾏﾝﾎｰﾙ 内径150㎝ 内径1,200mm ・上記では対応でき

壁厚25㎝ 以下の管の中 ない場合

間点並びに内

径800mmまで

の管の会合点

４ 現場打特殊ﾏﾝﾎｰﾙ 特1号ﾏﾝﾎｰﾙ 内寸60㎝ 内径250mm以 ・１の特0号ﾏﾝﾎｰﾙで

（矩形） ×90㎝ 下の中間点の は対応できない場

み 合
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(3) １号，特１号ﾏﾝﾎｰﾙの設置基準

・１号ﾏﾝﾎｰﾙ間は最大１００ｍ以内とする。

・特１号の会合点の上流又は下流部は１号ﾏﾝﾎｰﾙとし，目視可能な距離（５０

ｍ以内）を最大間隔とする。（目視可能な距離を片スパン５０ｍとする。）

(4) マシンホールの設置基準

・使用管径は１５０ｍｍと２００ｍｍとする。

・小型レジン製マンホール（３００ｍｍ）とする。

・起点に使用する場合は上流計画を考慮すること。

・中間部（90度以上の方向）で上流及び下流部のどちらかが１号マンホールであること。

・マシンホールの上流及び下流部は１号，特０号ﾏﾝﾎｰﾙ（人が入れる形状）とし目視可能

な距離（５０ｍ以内）を最大間隔とする。

・本管の合流がない場合。（１方向のみ可能）

・起点以外は取付管の流入はできない。

・汚水桝と兼用できない。

・マシンホールの深さは３ｍを限度とする。

・縦断角度は１０度（１７６‰）迄とする。

(5) 蓋の区分

・マンホールの蓋にはＴ－２５用とＴ－１４用があり，使用区分は下記の通りとする。

また原則として内径は６００ｍｍとする。

Ｔ－２５ 原則として車線区分のある２車線以上の道路

道路管理者が指示した道路

Ｔ－１４ Ｔ－２５以外の道路

公共汚水桝と取付管６

公共汚水桝の位置及び構造は，次の各号を考慮し定めること。

１）位置及び配置

・各宅地より排水する汚水の公共桝は，１宅地に１個設けること。

・設置位置は，公道と民地との境界線付近の公道とすること。

・マンホールと汚水桝は兼用できない。

・マシンホールは最上流以外取付管は取り付けられない。

２）形状及び構造

・内径４５㎝の桝又は小口径汚水桝で，深さ１ｍを標準とし，底部にはインバートを設けること。

・桝及び蓋の構造は，「下水道設計標準図」によること。

番号 種 別 使 用 区 分

１ 小口径汚水桝 Ｈ＜１．５ｍ

200mm塩ビ管 取付管長がＬ≦６．０ｍの場合

重車輌が常時乗る個所は原則として避ける
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２ Ａ型 汚水桝 １で対応できない場合 Ｈ＜１．５ｍ

450mm 現場打

Ｂ型 組立

３ ０号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ｈ≧１．５ｍの場合

750mm 上記で対応できない場合

及び小ﾏﾝﾎｰﾙ

600mm 現場打

３）取付管

取付管は，次の各号を考慮して定めること。

(1) 材質

材質は，原則として下水道用硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）を使用すること。

(2) 平面位置

布設方向は，本管に対して直角，かつ，直線的に布設すること。

(3) 勾配及び取付け位置

勾配は，２０‰以上とし，位置は本管の中心線から上方に取り付けること。

(4) 管径

取付管の最小管径は，１５０ｍｍとすること。

(5) 取付け部の構造

本管へ取付管を接続する場合は，支管を用いること。

汚水桝との取付部は砂付短管とし，接着充填シール材を用いて接合すること。

(6) 埋戻し

取付管は砂で埋め戻すこと。

(7) 埋設表示テープ

塩ビ管に埋設表示テープを施すこと。

(8) 取付管の深さ

次の設定条件により取付管の深さを決定する。

・宅内排水管の最小土被りを２０㎝確保すること。

・宅内の排水設備の勾配を２０‰確保すること。

７ 公共雨水桝と取付管

各宅地から排水する雨水の公共桝は，官民境界付近の側溝等に遅延なく排水できる場合を除き原則と

して設けること。

１）位置

・設置位置は，公道と民地が接する部分の公道とすること。

２）形状及び構造

・桝の底部には，深さ１５㎝以上の泥溜を設けること。

・桝及び蓋の構造は，「下水道設計標準図」によること。
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３）取付管

取付管は，次の各号を考慮して定めること。

(1) 材質

材質は，下水道用硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）等とし、使用条件等を考慮し選定する

こと。

(2) 平面位置

布設方向は，水路等に対して直角，かつ，直線的に布設すること。

(3) 勾配及び取付け位置

勾配は，２０‰以上とし，位置は本管の中心線から上方に取り付けること。

(4) 管径

取付管の最小管径は，１５０ｍｍとすること。

(5) 埋戻し

取付管は砂で埋め戻すこと。

(6) 取付管の深さ

次の設定条件により取付管の深さを決定する。

・宅内排水管の最小土被りを２０㎝確保すること。

・宅内の排水設備の勾配を２０‰確保すること。

８ 雨水吐口

吐口は，次の各号を考慮して設けること。

１）吐口の位置及び構造等は，放流する河川・港湾・海岸等の管理者との事前協議の上，設けること。

２）吐口の位置は，放流水域の水位，流量，水質，利水状況，環境状況等を考慮して計画すること。

３）吐口の位置及び放流の方向は，雨水等が付近に停滞しないよう計画すること。

４）吐口における流速は，船航，洗堀等周辺に影響を及ぼさないようすること。

５）吐口の底面高さは，原則として河海又は湖沼の高水位と低水位の中間に置くこと。

６）放流先の状況に応じて必要がある場合は，吐口にゲートを設けること。

７）開発区域が低地地帯等で，必要と認められる場合は，高水位の動水勾配を検討し適正な計画である

ことを確認する。

９ 雨水流出抑制施設

開発区域下流の水路若しくは河川が整備されていない場合は，令第２６条第２項の規定により，次の

各号に定めるところにより，一時雨水を貯留する又は浸透させる施設（以下「雨水流出抑制施設」とい

う。）を設置しなければならない。

開発行為等により設置される雨水流出抑制施設には「恒久調節池」，「暫定調整池」，「流域貯留施

設」，「雨水浸透施設」があり，設置する施設により各々の技術基準を遵守すること。

１）１０ｈａ以上の開発行為における調整池は，「開発行為等における雨水流出抑制方式の取扱いと解

説 ・計算例」（下水道局作成）の内，恒久調整池若しくは，暫定調整池を遵守すること。

２）１ｈａ以上１０ｈａ未満の開発行為における調整池若しくは貯留浸透施設は，「開発行為等におけ

る雨水流出抑制方式の取扱いと解説・計算例」の内，暫定調整池，流域貯留施設，雨水貯留浸透併用

を遵守すること。
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３）１ｈａ未満の開発行為における貯留浸透施設は，「開発行為等における雨水流出抑制方式の取扱い

と解説・計算例」の内，流域貯留施設，雨水浸透施設，雨水貯留浸透併用を遵守すること。

４）雨水流出抑制施設の設置に関して，「開発行為等における雨水流出抑制方式の取扱いと解説・計算

例」に示されていない内容については，以下の文献に準拠するものとする。

・「防災調節池等技術基準（案）」（社団法人 日本河川協会）

・「流域貯留施設等技術指針（案）」（社団法人 日本河川協会）

・「雨水浸透施設技術指針（案）」（社団法人 雨水貯留浸透技術協会）

等

なお，本項の各用語については，以下のように定義する。

恒久調節池 ：将来の河川改修計画上明確に河川管理施設として位置付けされるもの。

暫定調整池 ：下流河川改修等に代わる暫定的代替手段として設置されるもの。

流域貯留施設：広場，駐車場など，本来の利用目的を有する土地に，貯留機能を持たせたもの。

雨水浸透施設 ：雨水を地下に浸透させる機能を持つもの。

５）雨水流出抑制の施設計画における主な諸条件を以下に示す。

(1) 確率降雨年

洪水調節容量を算定するために用いる計画対象降雨については，福岡市長時間降雨強度式を用い

ることとする。

流出抑制施設 恒久調節池 暫定調整池 流域貯留施設 浸透施設

大規模 流末が河川 河川50年 河川30年 河川30年

流末が下水，海 下水10年 下水10年

小規模 流末が河川 下水10年 下水10年

流末が下水，海 下水10年 下水10年

※なお，併用時の降雨強度式は，上記計画を優先させる。

(2) 降雨強度式

計画確率年 河川３年 河川３０年 河川５０年 下水５年 下水１０年

8501572.07 2739.49 2083.87 710

r10=降雨強度式 r3= r30= r50= r5=

t +2 t +3t +20.71 t +25.59 t +15.86
0.75 0.75 0.70 0.6 0.6

ｔ：洪水到達時間（min）

(3) 降雨波形

流出抑制施設 恒久調節池 暫定調整池 流域貯留施設 浸透施設

中央集中型と後 中央集中型と後

大規模 後方集中型 方集中型を比較 方集中型を比較 －

し，大きくなる し，大きくなる

方を採用 方を採用

小規模 － － － －

※なお，併用時の降雨波形は，上記計画を優先させる。
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(4) 降雨継続時間

流出抑制施設 恒久調節池 暫定調整池 流域貯留施設 浸透施設

最大容量を与

大規模 える時間。 24時間を標準 24時間を標準 －

(24h，48h，72h，

72h以上）

小規模 － － 24時間を標準 －

※なお，併用時の降雨継続時間は，上記計画を優先させる。

(5) ピーク流量の算定方式

洪水のピーク流量は，合理式により算定することを原則とする。

「合理式」

１

Ｑ＝ ・ｆ・ｒ・Ａ

３６０

ここで， Ｑ：洪水のピーク流量（m3／sec）

ｆ：流出係数

ｒ：洪水到達時間内の平均降雨強度（ｍｍ／ｈｒ）

Ａ：集水面積（ｈａ）

(6) 洪水到達時間

合理式に用いる洪水到達時間は，開発規模，設置する各流出抑制施設の形式，設置状況により

決定する。

流出抑制施設 恒久調節池 暫定調整池 流域貯留施設 浸透施設

等流流速法，土研

大規模 式及び角屋式によ 等流流速法 等流流速法 －

り算出し，妥当な

ものを用いる。

小規模 － － 一律１０分 一律１０分

※なお，併用時の洪水到達時間は，上記計画を優先させる。

(7) 流出係数

流出係数は，開発前後の流域の状態について流出抑制施設の計画地点，流域の地被の状況，土地

利用，流域の地質等を考慮して適切な値を用いるものとする。

流出抑制施設 恒久調節池 暫定調整池 流域貯留施設 浸透施設

放流先毎に定め 放流先毎に定め 放流先毎に定め

大規模 られた流出係数 られた流出係数 られた流出係数 －

の加重平均値 の加重平均値 の加重平均値
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－ － （開発前） （開発前）

小規模 福岡市の排水区 福岡市の排水区

毎の流出係数 毎の流出係数

（開発後） （開発後）

０．９０ ０．９０

※なお，併用時の流出係数は，上記計画を優先させる。

(8) 許容放流量

開発規模，設置する流出抑制施設に応じて許容放流量を設定する。

流出抑制施設 恒久調節池 暫定調整池 流域貯留施設 浸透施設

・関係行政機関と ・計画規模に対し ・計画規模に対し

大規模 協議して決定 て開発前ピーク て開発前ピーク

する。 流量まで抑制。 流量まで抑制。

・確率1/3までは ・容量算定を簡便 －

下流流過能力ま 法で行う場合は

で抑制。 下流流過能力ま

・容量算定を簡便 で抑制。

法で行う場合は

下流流過能力ま

で抑制。

小規模 － － ・開発前ピーク ・開発前ピーク

流量まで抑制。 流量まで抑制｡

※なお，併用時の許容放流量は，上記計画を優先させる。

(9) 恒久調節池容量算定

調節池の洪水調節容量は，宅地開発の行われた後における洪水流量（確率1/50）を調節池下流の

許容された放流量まで調節するために必要とする容量であり，放流管の条件を種々に変化させ，ま

た，必要に応じて降雨継続時間をも延長して貯留追跡計算を行い，必要調節容量を算定する。

「貯留追跡計算法」

ｄＨ

Ｆ・ ＝Ｑｉ－Ｑo

ｄｔ

Ｑi(t＋△t/2)－Ｑo(t＋△t/2)

Ｈ（ｔ＋△ｔ）＝Ｈ（ｔ）＋（ ）・△ｔ

Ｆ（t＋△t/2）
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Ｈ ：貯留施設の水位（ｍ）

Ｆ ：貯留施設の貯水面積（㎡）

Ｑi：流入量（m3／sec）

Ｑo：流出量（m3／sec）

△ｔ：計算間隔（sec）

ｔ ：計算時刻

(10) 暫定調整池容量算定

調整池の洪水調節容量は，宅地開発の行われた後における洪水のピーク流量の値を宅地開発の行

われる前におけるピーク流量の値まで調節するために必要とする容量を持つことを基本とし，次の

条件を満足させなければならない。

ｱ) 洪水の規模が年超過確率で１／３洪水までは，宅地開発後における洪水のピーク流量の値を調

整池下流の現状における流過能力の値まで調節すること。

ｲ) 洪水の規模が年超過確率で１／３０の洪水に対して宅地開発後における洪水のピーク流量の値

を開発前のピーク流量まで調節すること。

ｳ) 調整池下流の流過能力の値が，開発前年超過確率年１／３洪水のピーク流量の値より大きい場

合は，その流過能力の値に相当する開発前の洪水の年超過確率をもって上記ｱ)の年過確率年１／３

に代えるものとする。

「貯留追跡計算法」

ｄＨ

Ｆ・ ＝Ｑｉ－Ｑo

ｄｔ

Ｑi(t＋△t/2)－Ｑo(t＋△t/2)

Ｈ（ｔ＋△ｔ）＝Ｈ（ｔ）＋（ ）・△ｔ

Ｆ（t＋△t/2）

Ｈ ：貯留施設の水位（ｍ）

Ｆ ：貯留施設の貯水面積（㎡）

Ｑi：流入量（m3／sec）

Ｑo：流出量（m3／sec）

△ｔ：計算間隔（sec）

ｔ ：計算時刻
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「簡便法」

ｒｃ １

Ｖ＝（ｒｉ－ ）・ｔｉ・ｆ・Ａ

２ ３６０

Ｖ：必要調節容量（ｍ３）

ｆ：開発後の流出係数

Ａ：流域面積（ｈａ）

ｒｃ：調整池下流の流過能力の値に対応する降雨強度(mm/hr)

ｒｉ：計画降雨強度曲線上の任意の継続時間ｔｉに対応する降雨強度(mm/hr)

ｔｉ：任意の継続時間（ｓｅｃ）

(11) 流域貯留施設の貯留容量算定

1) 大規模開発の場合

流域貯留施設の洪水調節容量は，計画規模の洪水に対して宅地開発後における洪水のピーク流量の

値を，開発前のピーク流量の値まで調節するために必要とする容量であり，必要調節容量，降雨終了

後湛水時間，最大放流量が目標とする値を満足するまで放流口を仮定し直して数回の試算を行い設定

する。

「貯留追跡計算法」

ｄＨ

Ｆ・ ＝Ｑｉ－Ｑo

ｄｔ

Ｑi(t＋△t/2)－Ｑo(t＋△t/2)

Ｈ（ｔ＋△ｔ）＝Ｈ（ｔ）＋（ ）・△ｔ

Ｆ（t＋△t/2）

「簡便法」

ｒｃ １

Ｖ＝（ｒｉ－ ）・ｔｉ・ｆ・Ａ

２ ３６０

2) 小規模開発の場合

計画規模以下の全ての洪水について，開発後における洪水のピーク流量の値を開発前のピーク流

量の値まで調節するものとし，洪水調節容量は次式を用いて算出した容量とする。
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「簡便法」

ｒｃ １

Ｖ＝（ｒｉ－ ）・ｔｉ・ｆ・Ａ

２ ３６０

Ｖ：必要調節容量（ｍ３）

ｆ：開発後の流出係数

Ａ：流域面積（ｈａ）

ｒｃ：許容放流量に相当する降雨強度(mm/hr)

ｒｉ：計画降雨強度曲線上の任意の継続時間ｔｉに対応する降雨強度(mm/hr)

ｔｉ：任意の継続時間（ｓｅｃ）

(12) 浸透施設の設計浸透量の算定

設計浸透量は，浸透処理区毎に各施設の単位設計浸透量にその設置数量を乗じて，これらを合計

することにより算定するものとする。また，設計浸透強度は設計浸透量を集水面積で割ることによ

り算定するものとする。

・設計浸透量(m3/hr)

＝浸透ますの単位設計浸透量(m3/hr/個)×浸透ますの個数(個)

＝浸透トレンチ単位設計浸透量(m3/hr/m)×浸透トレンチの長さ(ｍ)

＝浸透側溝の単位設計浸透量(m3/hr/m)×浸透側溝の長さ(ｍ)

＝透水性舗装の単位設計浸透量(m3/hr/㎡)×透水性舗装の面積(㎡)

・設計浸透強度（mm/hr）

＝設計浸透量（m3/hr）／（集水面積(ha)×１０）

・単位設計浸透量の算定

fＱ＝Ｃ×Ｑ

ここに，Ｑ：浸透施設の単位設計浸透量

Ｑ：浸透施設の基準浸透量f

Ｃ：各種影響係数

・基準浸透量

f t t fＱ ＝（Ｑ／Ｋ）×Ｋ

o f＝Ｋ×Ｋ

ここに，Ｑ：設置施設の基準浸透量（浸透施設１ｍ，１個，１㎡当りの浸透量m3/hr）f

Ｑ：試験施設の終期浸透量（m3/hr）t

Ｋ：設置施設の比浸透量（㎡）f

Ｋ：試験施設の比浸透量（㎡）t

Ｋ：土壌の飽和浸透係数（m/hr）o
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・各種影響係数

Ｃ＝Ｋ1×Ｋ2×α

ここに，Ｃ：各種影響係数（標準値０．４）

Ｋ1：地下水位による影響係数（標準値０．９）

Ｋ2：目づまりによる影響係数（標準値０．５）

α ：安全（政策）係数（標準値１．０：必要に応じて設定）

10 その他の基準

１）排水設備の設計施工

排水設備については，「下水道法」，「福岡市下水道条例」，「福岡市下水道排水設備技術基準」

等を遵守し，工事着手前に「排水設備新設計画確認申請書」に開発行為協議内容及び公共下水道への

接続図を添付して提出し，工事完了検査を受けること。

２）下水道事業受益者負担金

開発者は，下水道受益者負担金について賦課内容の確認を行い，未賦課叉は徴収猶予中であれば，

速やかに納入手続きを行うこと。

３）写真撮影

開発者は，開発地全体の着手前・竣工及び各工事の進行状況（着手前・出来形・完了）に応じて写

真を撮影し，工事完了届に添え１部福岡市へ提出すること。

４）引継手続き

開発者は，開発行為等の完了検査に合格した場合は，福岡市へ帰属する施設及び用地がある場合は，

速やかに引き継ぎ手続きを行うこと。

５）下水道施設の撤去及び閉塞

開発行為等により不要となる下水道施設（本管，取付管，桝等）は，原則として撤去すること。

６）河川改修

河川の改修の検討をする場合は，原則として「河川管理施設等構造令」及び「建設省河川砂防技術

基準〈案〉（日本河川協会）」によることとし，詳細については，下水道局河川計画課と協議するこ

と。

第５章 上水道給水施設の設置

（水道施設）

１ 水道施設は，「水道施設の技術的基準を定める省令」等に基づくとともに，「水道施設設計指針・

解説（日本水道協会）」に準拠し，本章に定める事項に留意して設置されなければならない。なお，

施設の細部については，水道局と十分協議すること。

２ 水道施設の基本となる計画１日最大給水量は開発区域の用途，規模等に応じ，開発者と水道局が協

議して定める計画１人１日最大給水量に，計画開発区域内人口を乗じて求めること。
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３ 計画時間最大給水量は，前項の計画１日最大給水量の１時間当たりの水量に開発区域の用途規模等

に応じ時間係数を乗じて求めること。

４ 配水管設計の基本となる計画配水量は，前項の計画時間最大給水量と計画１日最大給水量の１時間

当たりの水量に次項の消火用水量を加えた量のいずれか大きい方とすること。

５ 前項により，消火用水量として加算すべき水量は，当該配水管により給水すべき区域内の計画人口

に応じ，次表の値を標準として定めること。

計画一日最大給水量に加算すべき人口別消火用水量

人口(万人) １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

消火用水量 ２ ４ ５ ６ ７ ８ ８ ９ ９ 10

以 以 以 以 以 以 以 以 以 以

(ｍ /分) 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上３

備考 人口については，当該人口の万未満の端数を四捨五入して得た数による。

６ 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最小動水圧が ０．１５MPaを下らないこと。

７ 開発区域の規模が大きく地形が複雑な場合は，水道局と協議のうえ，配水池を設けること。この場

合その有効容量は，次表を標準とする。

計 画 給 水 人 口 配 水 池 の 有 効 容 量

5,000人以上 一日最大給水量の12時間分と消火栓1栓の約1時間放水量の合計量

3,000人以上5,000人未満 一日最大給水量の13時間分と消火栓1栓の約1時間放水量の合計量

2,000人以上3,000人未満 一日最大給水量の14時間分と消火栓1栓の約1時間放水量の合計量

1,000人以上2,000人未満 一日最大給水量の16時間分と消火栓1栓の約1時間放水量の合計量

500人以上1,000人未満 一日最大給水量の18時間分と消火栓1栓の約1時間放水量の合計量

300人以上 500人未満 一日最大給水量の20時間分と消火栓1栓の約1時間放水量の合計量

100人以上 300人未満 一日最大給水量の22時間分と消火栓1栓の約1時間放水量の合計量

100人未満 一日最大給水量の24時間分と消火栓1栓の約1時間放水量の合計量

８ 配水管は，当該配水管により給水する区域の計画配水量に対処し得るものとし，管種の選定に当た

っては，最大静水圧，交通重量等について十分考慮すること。なお，配水管の埋設深さ及び位置につ

いては，次によるものとする。

(1) 配水管の埋設深さ（標準）

管 径 埋 設 深 さ

φ 300㎜以下 道路の舗装厚さに30㎝を加えた値とするが，60㎝以上は確保すること

φ 350㎜以上 120㎝

（注）各道路管理者が具体的に指示する内容についてはこれに従うこと。
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(2) 配水管の埋設位置は，次の各号によるものとする。

ア 公道に管を布設する場合は，「道路法」並びに関係法令によるとともに，道路管理者と協議

をすること。

イ 配水管を他の地下埋設物と交差又は近接して布設するときは，少なくとも30㎝以上の間隔を

保つこと。

ウ 地盤不安定で危険な位置に配水管を埋設しなければならない場合には，地質を十分調査し，

必要な措置を講ずること。

９ 仕切弁，空気弁等の設置箇所その他については，水道局と十分協議すること。

10 消火栓の設置箇所その他については，消防局及び水道局と十分協議すること。

11 給水装置の構造及び材質については，福岡市「給水装置の構造及び材質の基準に関する規程」によ

るものとし，設計その他については，福岡市「給水装置工事設計施工基準」によること。

（簡易水道等）

12 簡易水道事業の経営又は専用水道の布設工事については県知事の認可又は確認が必要であり，それ

らの施設の設置に当たっては，本章１の規定に準拠するとともに，本章に定めた事項に留意して行わ

なければならない。

なお，施設の細部については，福岡県環境部と協議すること。

13 計画１日最大給水量は，本章２の規定を準用する。

14 地下水又は伏流水を取水するための井戸の安全な揚水量は，渇水期における限界携水量の50％を標

準とすること。この際，安全な揚水量は，定常的に運転されるポンプの能力に対応させることとする

15 浄水施設（塩素消毒に係わるものを除く。）を有する場合の計画取水量及び計画導水量は，計画１

日最大給水量の10％増を標準とする。

16 浄水方法選定の基本は，本章１の「水道施設設計指針・解説」によること。この場合には，簡易水

道等の性質上，維持管理が容易であること及び安全性を主眼に選定すること。

17 浄水施設については，構造，ろ過速度，砂層の厚さ，ろ砂の有効径，均等係数，下部集水装置，洗

浄方式，水圧，水量等に関し本章１の「水道施設設計指針・解説」に合致し，かつ，水源の水質に適

応したものを採用すること。

18 ろ過池の数は，予備池１池を含めて２池以上とすること。

19 横流式沈でん池の容量は，次の各項に掲げる有効容量に，流入，流出側にそれぞれ影響域として１

ｍ程度及び汚泥堆積部として底部に30㎝程度を加算して定めること。

(1) 普通沈でん池の場合 ８時間分（池内平均流速30㎝／分以下とする。）

(2) 薬品沈でん池の場合 ３時間分（池内平均流速40㎝／分以下とする。）

20 浄水池の有効容量は，計画１日最大給水量の１時間分を標準とする。

21 配水施設及び給水装置については，本章１から11の規定を準用する。
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第６章 消防水利施設の設置

（消防水利）

１ 開発者は，開発区域において，消防に必要な水利が十分でない場合は，消火栓又は防火水槽（以下

「消防水利施設」という。）を設置しなければならない。

２ 次に掲げる開発行為において，消防水利施設が消火栓のみであるときは，防火対象物（消防法（昭

和２３年法律第１８６号）第２条第２項に規定する防火対象物をいう。）から３００メートル以内の

位置に防火水槽を併設しなければならない。

(1) 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為

(2) その他消防署長が消防水利に必要な水利の確保のために必要と認める開発行為

３ 消防水利は次の各項によるものとする。

(1) 地盤面からの落差は，４．５ｍ以下であること。

(2) 取水部分の水深は，０．５ｍ以上であること。

(3) 吸管投入孔は，その一辺が０．６ｍ以上，又は直径が０．６ｍ以上であること。

(4) 防火対象物から一つの消防水利に至る距離が，商工業地域にあっては１００ｍ以下，その他の地域

にあっては１２０ｍ以下となるように設置すること。

なお，消火栓とともに併設する防火水槽については，前記距離を３００ｍ以下とする。

(5) 消防水利は，毎分１ｍ 以上，かつ，連続４０分以上の給水能力を有するか，又は４０ｍ 以上の有効3 3

貯水量を有するものとする。

４ 消火栓を設置する場合は，次の各項に適合するものであること。

(1) 消火栓は，水道局が定める規格であること。

(2) 消火栓は，口径７５㎜以上の配水管上に設けること。

(3) 消火栓の設置については水道局と協議すること。

５ 防火水槽を設置する場合は，次の各項に適合するものであること。

(1) 防火水槽の有効貯水量は，４０ｍ 以上とする。ただし，開発面積が次表で定める数値未満のときは3

その有効貯水量を２０ｍ 以上とする。3

（単位 ㎡）

建物構造 その他 準耐火 耐 火

用途地域

近隣商業・商業・ ３，０００ ６，０００ ９，０００

用途未指定地域

上記以外の地域 ４，０００ ８，０００ １２，０００
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(2) 防火水槽は，道路以外の場所に設置するものとする。

(3) 構造は，耐震性を有する構造とし，消防局の定める仕様書及び設計書によるものとすること。ただ

し，２次製品については財団法人日本消防設備安全センターにより認定されたものとすること。

(4) 工事の中間検査として，配筋状況等の確認を必ず受けること。

(5) 維持管理上，安全な位置であること。

(6) 崩壊，埋没等のおそれのない位置であること。

(7) 防火水槽には，消防局が定める標識を設置すること。

（消防活動用地の確保）

６ 地階を除く階数が４以上である建築物の用に供する敷地を配置するときは，当該敷地内に，はしご車

による消防活動を行うための進入路及び空地を確保しなければならない。

ただし，当該敷地に隣接する道路，広場その他の空地において，当該消防活動が可能であるときは，

この限りではない。

７ 活動用空地を設ける場合は，次の各項に適合するものであること。

(1) 活動用空地を設けるときは，その広さを幅員５ｍ以上，長さを１１ｍ以上，また，勾配７度未満と

し，ジャッキ加重１０ｔ以上の地盤支持力を有すること。

(2) 活動用空地の旨を表示するため，マーキング塗装を施すか，又は看板を設置すること。

５メートル以上消 防 車

１１メートル以上 １１メートル以上

マーキング塗装例（ ）ライン幅２０センチ，間隔１メートル

９０㎝

地は白色

文字は赤色は し ご 自 動 車 等

枠は青色消 防 活 動 用 空 地
６０㎝

注 ここは，火災・救助等の 地は赤色

緊急時に使用しますので

意 一般車両は駐車禁止です 文字は白色

看 板 設 置 例
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(3) 活動用空地は，進入口等のある建築物面に沿って２０ｍごとに１箇所，建築物面から１０ｍ以内の

位置に設置すること。

(4) 梯子車の進入路は，幅員４ｍ以上，勾配９度以内とし，輪荷重１０ｔ以上の地盤支持力を有するこ

と。この場合において，道路と進入路との連結点には梯子車の進入に必要な隅切りを設けること。

なお，進入路上部に構造物を有する場合は，路面からの高さを４ｍ以上とすること。

隅切り表（単位：ｍ）

A幅員
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13

B幅員

４ 10 10 7 9 5 8 4 7 3 6 2 5 1.5 4 1 3 0.5 2 0.5 1× × × × × × × × × ×

５ 9 7 6 6 4 5 3 4 2 3 1 2 0.5 1× × × × × × ×

６ 8 5 5 4 3 3 2 2 1 1× × × × ×

７ 7 4 4 3 2 2 1 1× × × ×

８ 6 3 3 2 1 1× × ×

９ 5 2 2 1× ×

10 4 1.5 1 0.5× ×

11 3 1×

12 2 0.5×

13 1 0.5×
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(5) 建築物の配置，付近道路の形態等の事情により活動用空地の設置が困難なときは，建築物に二方向

避難を確保すること。

なお，避難器具により二方向避難を確保する場合は，下階から開放可能な下部操作式ハッチを設置

すること。

第７章 公益的施設の設置

（教育施設）

１ 開発区域における小学校の数は，入居予定世帯当たり0.45人，中学校の生徒数は，入居予定世帯当た

り0.22人程度を想定し，学校設置の必要性については，教育委員会と協議するものとする。また，幼稚

園については，入居予定層を考慮し，必要があれば設置を検討すること。

２ 小学校及び中学校の設置については，通学路，周囲の環境等を考慮すること。

３ 教育施設の敷地面積は，小学校 16,500㎡，中学校23,200㎡ 及び公民館は 760㎡を標準とする。

（公益的施設の配置）

３ 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては，公益的施設が，それぞれの機能に

応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されていなければならない。

ただし，周辺の状況により必要がないと認められるときは，この限りでない。

５ 前項の規定により配置する公益的施設は，開発区域における計画人口に応じ，次表に定める施設を標

準とする。
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計画人口 170～500 1,700～3,300 6,600～8,300 13,200～16,500 16,500～33,000
(単位：人)

区 域 隣 保 区 分 区 近隣住区 地区（小規模） 地区（大規模）

教育施設 幼 稚 園 小 学 校 中 学 校 高 等 学 校
公 民 館

福祉施設 保 育 所 社会福祉施設

医療施設 診療所(巡回) 診療所(各科)

保安施設 交 番 巡査駐在所
消防派出所

集会施設 集 会 室 集 会 所

通信施設 郵便ポスト 郵 便 局

商業施設 日用品店舗 専 門 店
スーパーマーケット

備 考

１）計画人口に該当する区域の欄に掲げる公益的施設を全て１施設配置するほか，当該計画人口より

小規模の区域の欄に掲げる公益的施設（集会室を除く。）について，市長との協議により，計画人

口を当該小規模の区域の最大人口で除して得た数を上限として配置すること。

２）計画人口に該当する区域がないときは，当該計画人口より小規模の区域の欄に掲げる公益的施設

（集会室を除く。）について，市長との協議により，計画人口を当該小規模の区域の最大人口で除

して得た数を上限として配置すること。

３）計画人口が170人未満の開発行為については，この表の規定は適用しない。

（交通施設）

６ 駅前広場を設ける場合は，鉄道輸送による乗降客数，広場に出入りする道路交通及び広場に設ける

施設等を考慮して計画すること。この場合，詳細は都市整備局・土木局と協議すること。

（その他の施設）

７ ごみ処理施設等の設置については，環境局と十分協議すること。

８ 開発区域内の幹線道路であって市長が指定するものに街路灯を設置する場合は、地中電線路を設置す

ること。ただし、市長が支障がないと認めるときは、地中電線路に代えて架空電線路を設置することが

できる。

市長が指定するものとは開発区域の骨格となる主要な道路で、かつ、歩車道で分離された幅員１２ｍ

以上の道路又は電線類地中化計画がされている道路で、その構造その他については，「道路照明設置基

準（日本道路協会）」によること。
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第８章 がけ等の設計

がけの処理及び地盤対策等の技術基準は，「宅地造成等規制法」及び「宅地防災マニュアル（宅地防

災研究会)｣の基準を準用する。

１ 用語の定義

(1) 「がけ」とは，地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。

(2) 「がけ面」とは，がけの地表面をいう。

(3) 「がけ勾配」とは，がけ面の水平面に対する角度をいう。

(4) 小段等によって上下に分離されたがけで，図１に示すような場合は一体のがけとなり，図２に

示すような場合は，上下それぞれ独立した二つのがけとなる。

図１ 一体のがけ 図２ 二つのがけ

２ 開発区域の調査

(1) 開発予定区域については，気象，地形，地質，地質構造，土質，環境，土地利用状況等に関する

調査を行い，状況を十分に把握すること。

(2) 切土のり面，軟弱地盤の盛土，擁壁設置個所の基礎地盤等は，工学的性質を把握するため，ボー

リング等各種調査及び各種試験を工事前又は工事中に行うこと。

３ 整地工事

(1) 盛土の設計・施工に当たっては，原地盤の状況を把握し適正な処理を行い，地盤の緩み，沈下，

崩壊等を防止すること。

(2) 盛土をするに当たっての土の締固めは，まき出し厚を30㎝とする。また，余盛りについては，土

質に応じ盛土高さの最大10％程度まで見込むものとする。

(3) 地盤が軟弱である場合には，地盤改良，水抜き，その他の処置をとること。

４ がけ地盤の安定

自然で安定している地形を変貌させると非常に不安定となるので，現地形を利用した無理のない計

画で，次の各項を厳守して施工すること。

(1) 雨水，その他の地表水ががけ面を表流し，がけ面を浸食したり，地盤へ浸透することを防止する

ため，地表水ががけ面の反対に流れるように勾配をとること。

30°

がけの高さ

30°
水平面

がけの高さ
（その１）

がけの高さ
（その２）

水平面
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(2) 切土をした後の地盤面に，すべりやすい土層がある場合は，その地盤に杭打や地盤改良をするこ

と。

(3) 盛土をした後の地盤に雨水等が浸透し，ゆるみ，沈下又は崩壊が生じないように十分に締固めを

行うこと。また，草木が腐食してすべり面とならないように完全にこれを除去すること。

(4) 著しく傾斜している土地に盛土する場合，旧地盤と盛土とが接する面が，すべり面とならないよ

うに段切り等の処置を行うこと。

５ がけ面の保護

(1) 切土又は盛土をした土地の部分に生ずるがけ面は，原則として擁壁によって覆わなければならな

いが，切土をした土地の部分に生ずることになるがけ面については，次表に該当する場合に限り，

のり面仕上げで施工することができる。なお，のり面仕上げは，なるべくのり勾配を緩やかにして

適当な間隔で小段を設けること。

切土で法面仕上げでもよい場合

①がけの高さに がけの高さに関連して法面仕上げでよい場合

土 質 関係なく法面仕

上げでよい場合 ②がけの高さ≦５ｍ ③がけの高さ＞５ｍ

(a)軟岩（風化の著しい がけ勾配≦60゜ 60゜＜がけ勾配≦80゜ がけの上端から5m

ものは除く） 以内のがけ面につい

ては②に該当するが

(b)風化の著しい岩 がけ勾配≦40゜ 40゜＜がけ勾配≦50゜ け勾配の場合は，法

面仕上げでもよいが

(c)硬質粘土，関東ﾛｰﾑ， がけ勾配≦35゜ 35゜＜がけ勾配≦45゜ 5mをこえた部分につ

砂利，真砂土，その いては擁壁で覆わな

他これに類するもの ければならない。

(d)上記以外の土質 がけ勾配≦30゜

岩屑，腐植土，黒土

埋土，その他これら

に類するもの
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がけの高さに関係なく法面仕上げでよい場合

（a）の土質 （b）の土質 （c）の土質 （d）の土質

60°以下 40°以下 35°以下 30°以下

がけの高さが５ｍ以内で法面仕上げをする場合

60°～80°

（a）の土質

40°～50°

（b）の土質 （c）の土質

35°～45°

がけの高さが５ｍ以上で法面仕上げをする場合

60°～80°

（a）の土質

40°～50°

（b）の土質 （c）の土質

35°～45°

擁壁 擁壁 擁壁

※練積み造擁壁については下記の通りとする。

擁壁上部に斜面がある場合は、土質に応じた勾配線が斜面と交差した点までの

垂直高さをがけ高さと仮定し、擁壁はその高さに応じた構造とすること。

H

土質別角度（θ）
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(2) 擁壁で覆わないがけ面は，石張り，芝張り，モルタルの吹付け等によって，風化その他の浸食か

ら保護しなければならない。

(3) のり面排水施設等

切土又は盛土をする場合には，雨水その他の地表水を排除することができるように次に掲げる場

所については，必要なのり面排水施設を設置しなければならない。

ア のり長が相当長くなる場合

イ がけ上の地表水をがけ下に流下させる場合

ウ 切土した場合湧水のおそれのある箇所

エ 盛土をする土地に地表水が集水する流路又は湧水の箇所

オ その他，地表水をすみやかに排除しなければならない箇所

カ ア～オに設置した排水施設が集中した地表水等を支障なく排除するに必要な放流先までの水路

６ 擁 壁

擁壁は，鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造（以下「鉄筋コンクリート造等擁壁」という）

練積み造等のものとし，擁壁の設計・施工に当たっては，安全性について検討しなければならない。

(1) 鉄筋コンクリート造等擁壁

ア 鉄筋コンクリート造等擁壁の安定計算

鉄筋コンクリート造等擁壁の設計に当たっては，土質条件，荷重条件，地震，コンクリート強

度，鉄筋量，構造等の設計条件を的確に設定した上で，土圧，水圧及び自重等によって擁壁が崩

壊（転倒，滑動，沈下，破壊等）しないこと。

次の安全率確かめられたものでなければならない。

(ｱ) 常時における検討

① 擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの1.5倍以上であること。

② 擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の1.5倍以上であること。

参考図

ア 切土工標準図

1～2m

イ 盛土工標準図

1～2m

(a)の土質の場合

(b),(c)の土質の場合は上記の角度を参照すること。

法面保護工

法面保護工

芝貼等

芝貼等

３０°以下

３０°以下

排水方向

５ｍ以下

５ｍ以下

排水方向

60°以下

60°以下

５ｍ以下

５ｍ以下
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③ 最大接地圧が、地盤の長期許容支持力以下であること。

④ 擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の長期許容応力度以内に収まっていること。

(ｲ)大地震時における検討

① 擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの1.0倍以上であること。

② 擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の1.0倍以上であること。

③ 最大接地圧が、地盤の極限支持力以下であること。

④ 擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の長期許容応力度以内に収まっていること。

(ｳ) 安全率

常 時 大 地 震 時

転 倒 １．５ １．０

滑 動 １．５ １．０

支 持 力 ３．０ １．０

部 材 応 力 長期強度 設計基準強度

イ 計算数値

擁壁の構造計算に当たっては，土質試験によって計算された数値のほか次表の数値を用いて計

算することができる。

計算に必要な計数

(ｱ) 土質別単位体積重量及び土圧係数表

土 質 単位体積重量 土 圧 係 数

１ｍ 当り(t)３

砂利又は砂 1.8 0.35

砂質土 1.7 0.40

シルト，粘土又は 1.6 0.50

これらを多量に含む土
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(ｲ) 土質別摩擦係数

土 質 摩 擦 係 数

岩・岩屑・砂利又は砂 0.5

砂質土 0.4

シルト・粘土又はそれらを多量に含む土（擁

壁の基礎底面から少なくとも15㎝までの深さ 0.3

の土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る｡)

(ｳ) 単位体積重量及び許容応力度

単位体積 許容引張 許容圧縮 許容せん断 設計基準

種 別 重 量 応 力 度 応 力 度 応 力 度 強 度

(t/ｍ ) (kg/cm ) (kg/cm ) (kg/cm ) (kg/cm )３ 2 2 2 2

無 筋 2.35 2 40 3 160

ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄 筋 2.50 － 70 3.6 210

鉄 筋 常 時 － 2,000 － － －

(SD 295) 地震時 － 3,000 － － －
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(2) 練積み造擁壁

間知石練積み造擁壁及びその他の練積み造擁壁の構造は，勾配，背面の土質，高さ等に応じて適

切に設計すること。ただし，地上高さは,5.0ｍを限度とする。

ア 練積み造擁壁は，次表によること。

イ 練積み造擁壁は，組積材と裏込コンクリートが一体となるように施工すること。

ウ 組積材は，間知石が，「宅地造成等規制法施行令」に基づき認定されたコンクリートブロック

等を使用すること。

土質別の練積み造擁壁

擁 壁

土 質

勾 配 高 さ 下端部厚 上端部厚 控え長 根入れ

70度を超え 2m以下 40㎝以上 40㎝以上 30㎝以上 35㎝以上

第 75度以下 2mを超え3m以下 50 〃 〃 〃 45 〃

岩，岩屑

65度を超え 2m以下 40 〃 〃 〃 35 〃

一 砂利又は 70度以下 2mを超え3m以下 45 〃 〃 〃 45 〃

3mを超え4m以下 50 〃 〃 〃 60 〃

砂利交じ

種 3m以下 40 〃 〃 〃 45 〃

り砂 65度以下 3mを超え4m以下 45 〃 〃 〃 60 〃

4mを超え5m以下 60 〃 〃 〃 75 〃

真砂土， 70度を超え 2m以下 50 〃 〃 〃 35 〃

75度以下 2mを超え3m以下 70 〃 〃 〃 45 〃

第 関東ﾛｰﾑ

65度を超え 2m以下 45 〃 〃 〃 35 〃

硬質粘土 70度以下 2mを超え3m以下 60 〃 〃 〃 45 〃

二 3mを超え4m以下 75 〃 〃 〃 60 〃

その他こ

2m以下 40 〃 〃 〃 35 〃

種 れらに類 65度以下 2mを超え3m以下 50 〃 〃 〃 45 〃

3mを超え4m以下 65 〃 〃 〃 60 〃

するもの 4mを超え5m以下 80 〃 〃 〃 75 〃

70度を超え 2m以下 85 〃 70㎝以上 〃 45 〃

75度以下 2mを超え3m以下 90 〃 〃 〃 60 〃

第

その他の 65度を超え 2m以下 75 〃 〃 〃 45 〃

70度以下 2mを超え3m以下 85 〃 〃 〃 60 〃

三 3mを超え4m以下 105 〃 〃 〃 80 〃

土質 2m以下 70 〃 〃 〃 45 〃

種 65度以下 2mを超え3m以下 80 〃 〃 〃 60 〃

3mを超え4m以下 95 〃 〃 〃 80 〃

4mを超え5m以下 120 〃 〃 〃 100 〃

※ １ 上端及び下端部分の厚さは組積材の控長と裏込めコンクリートの厚さの和をいう。

２ 地盤等の状況により，鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の基礎を増設するこ

と。また，杭打ち等の措置もあわせて行うこと。
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(3) その他の擁壁

工場製品擁壁，緑化ブロック，修景擁壁等を使用する場合は，国土交通大臣が認定した製品を使

用すること。

(4) 斜面上の擁壁

斜面上に擁壁を設置する場合には，下図のように擁壁基礎前端より擁壁の高さの 0.4Ｈ以上で，

かつ 1.5ｍ以上だけ土質に応じた勾配線より後退し，その部分はコンクリート打ち等により風化浸

食のおそれのない状態にすること。

練積み造擁壁の呼称

擁壁高

上端の厚

基礎コンクリート

下端の厚

根入れ深

控長

裏込コンクリート

裏込砂利、栗石、砕石

土交り砂利（盛土の場合）

基礎栗石

組積材

※ 裏込材の下端厚は60㎝以上もしくは擁壁高の20％

のいずれか大きい方の数値以上とする。

（破線は切土の場合で等厚）

200

200

300

止水コンクリート

水抜穴、吸い出し防止材

斜面上に擁壁を設置する場合

Ｈコンクリート打ち
厚さ５㎝～１０㎝

0.4Ｈ以上でかつ1.5ｍ以上

θ崖下端

15／100 Ｈ 以上でかつ35㎝以上または
20／100 Ｈ 以上でかつ45㎝以上
（基礎地盤が軟弱な場合）
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土質別角度（θ）

軟岩（風化の 風化の著 砂利，真砂土，

背面土質 著しいものを しい岩 関東ﾛｰﾑ,硬質粘

除く） 土，その他これ

らに類するもの

角度（θ） 60゜ 40゜ 35゜

(5) 二段擁壁

次図に示す擁壁で前項表の角度内に入っていないものは，二段の擁壁とみなされるので，一体の

構造とする必要がある。

なお,上部擁壁が前項表の角度内に入っている場合は，別個の擁壁として扱うが,水平距離を 0.4

Ｈ以上，かつ,1.5ｍ以上はなさなければならない。

0.4H以上で

かつ1.5m以上

15/100H以上でかつ35㎝以上

または

20/100H以上でかつ45㎝以上

（基礎地盤が軟弱の場合）

上部擁壁を間知石積みで築造する場合

θ

Ｈ

※平成17年３月31日までは旧基準によることができる。）

上部擁壁を鉄筋コンクリートで築造する場合

θ

0.4H以上で

かつ1.5m以上

15/100H以上でかつ35㎝以上

または

20/100H以上でかつ45㎝以上

（基礎地盤が軟弱の場合）

Ｈ

※平成17年３月31日までは旧基準によることができる。）
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(6) 擁壁基礎の段切り

斜面に沿って擁壁を設置する場合等においては，その基礎地盤は段切り等により水平となるよう

に施行すること。

(7) 擁壁の伸縮目地

擁壁が長く連続する場合は，およそ20ｍ以内毎に積分け，又は打込分けした縦の伸縮目地を設け

ること。特に次のような場合には伸縮目地の間隔を更につめるか，若しくはＶ目地を設けること。

ア 地盤の条件が一様でないとき

イ 擁壁の高さが著しく変化するとき

ウ 擁壁の構造工法等を異にするとき

(8) 擁壁の排水

ア 擁壁の上部地表面は，地表水が擁壁から遠ざかるように，擁壁の反対方向に排水勾配を取り，

地表水はＵ字溝等により集水し，排水施設へ連絡すること。

イ 擁壁には内径75㎜以上で３㎡につき１箇所以上の耐水性材料で造られた水抜穴を千鳥に配置し

排水方向に勾配をとって設置すること。また，擁壁の背面には透水層を設け最下段の水抜穴は，

下部地表面近くに設けること。水抜穴の入口には吸い出し防止材を置き、砂利、砂、背面土等が

流出しないよう配慮すること。

ウ 擁壁を設置する部分の背面に湧水箇所又は湧水等のおそれのある場合は，集水暗渠等を布設し

排水の支障のないようにすること。

第９章 工事の施工

工事の実施に当たっては，工期内に安全，かつ，効率的に工事を進め，許可の内容に適合するよう次

の事項に留意し，適切な施工管理を行うこと。

上部擁壁、下部擁壁とも鉄筋コンクリートで築造する場合

θ

Ｈ

0.4H以上で

かつ1.5m以上

15/100H以上でかつ35㎝以上

または

20/10 0H以上でかつ45㎝以上

（基礎地盤が軟弱の場合）
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１ 施工管理上の留意事項

開発事業における災害を防止するために必要な施工管理は，気象，地形，地質等の自然条件や開発

事業の規模，資金計画等を考慮した上で，施工時期・工程の調整，防災体制の確立等を合わせた総合

的な対策を立て適切に行うこと。

(1) 各工種間の相互調整を図り，不良箇所が生じたり，手戻りとならないように，計画と対比しなが

ら必要な対策をとること。

(2) 定期的あるいは必要に応じて測定，試験等を行い，効率的に施工すること。

(3) 自然現象の変化に適切に対応して可能な限り事前に災害防止対策を施すよう努めること。

(4) 工事の経過，対策の内容について図面，写真等の関係書類を整備し，工事の内容を明らかにして

おくこと。

(5) その他，開発区域周辺への配慮等も行うこと。

２ 切土の施工上の留意事項

切土の施工に当たっては，事前の調査だけでは地山の状況を十分に把握できないことが多いので，

施工中における土質や地下水の状況の変化には特に注意を払い，必要に応じてのり面勾配等を変更す

るなど，適切な対応を図るものとする。なお，次のような場合には，施工中に滑り等が生じないよう

留意すること。

(1) 岩盤の上を風化土が覆っている場合

(2) 小断層，急速に風化の進む岩及び浮石がある場合

(3) 土質が層状に変化している場合

(4) 湧水が多い場合

(5) 表面はく離の生じやすい土質の場合

３ 盛土の施工上の留意事項

盛土の施工に当たっては，次の事項に留意すること。

(1) 盛土に緩みや有害な沈下又は崩壊を生じさせないこと。また，初期の盛土作業を円滑にするため

に，原地盤の処理を適切に行うこと。

(2) 勾配が15度程度以上の傾斜地盤に盛土を行う場合は，盛土の滑動及び沈下が生じないように，原

地盤の表土を除去するとともに，原則として段切りを行うこと。

(3) 盛土として，切土からの流用土や土取場からの採取土を使用する場合には，これらの現地発生材

の性質を十分把握するとともに，次のような点を踏まえて適切な施工を行い，品質の良い盛土を築

造すること。

ア 岩魂，玉石等を多量に含む材料は，盛土下部に用いるなど，使用する場所に注意すること。

イ 頁岩，泥岩等に対しては，スレーキング現象による影響を十分検討しておくこと。

ウ 腐食物，その他有害物質を含まないようにすること。

エ 高含水比粘性土については，含水量調節及び安定処理により入念に施工すること。

オ 比較的細砂で粒径のそろった砂は，地下水位を調査し液状化等を十分注意すること。

(4) 敷均し，締固めについては，盛土材料，工法等に応じた適切な処置を行うこと。
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(5) 盛土の崩壊は，浸透水及び湧水により生じる場合が多いので，必要に応じてフィルター層や地下

排水工を設け適切な処置を行う。

４ のり面の保護

のり面の保護工は，のり面の勾配，土質，気象条件，保護工の特性及び将来の維持管理等について

総合的に検討すること。その施工に当たっては，次の各事項に留意すること。

(1) 石張り工等の留意点

ア 粘着力のない土砂又は崩れやすい粘性土等の面に用いること。

イ のり高は５ｍ程度以下とする。

ウ 湧水量の多い場合は，十分な排水処理を施した後に石張り等を行うこと。

エ 胴込めコンクリート，裏込めコンクリート及び裏込め材を充てんする場合は，空げきが生じな

いように入念に施工すること。

オ 内径75㎜の水抜き穴を３㎡に１箇所以上設けること。

(2) 芝張り工等の留意点

ア のり面の土質は，植物の育成に適した土壌とすること。

イ 植物の種類は，活着性がよく，育成の早いものを選定すること。

ウ 施工時期は，なるべく春期とし，発芽に必要な温度・水分が得られる範囲で，可能な限り早い

時期に施工すること。

エ 発芽・育成を円滑に行うために，条件に応じた適切な補助工法を併用すること。

オ 日光の当たらない場所等植物の育成の困難な場所は避けること。

(3) モルタル吹付工等の留意点

ア 吹付工を確実にするために，吹付け面はきれいに清掃し，下地が緩んで風化した部分は取り除

き，汚れた部分，変色層，並びに腐食部分は，ワイヤーブラシ又は圧力水や，圧縮空気にて清掃

しなければならない。

また，浮石が大きい場合には，アンカー工法等を用いて岩本体に固定する方法を用いること。

イ 表流水により，浸食等が起きないように斜面条件を十分わきまえ，これに適した手段を講ずる

こと。また，内径75㎜の水抜き穴を３㎡に１箇所以上設けること。

ウ 凸凹の激しい斜面に伸縮目地を取り付ける場合には，割合平滑な斜面にはクラックを防ぐため

にも20ｍに１箇所程度縦目地を設置すること。

エ 工事を低温又は高温下で施行する場合は，保護材料で十分保護養生をしなければならない。

５ 擁壁の施工上の留意点

(1) 鉄筋及び無筋コンクリート

ア 地盤（地耐力）

土質試験等により原地盤が設計条件を満足することを確認すること。

イ 鉄筋の継手及び定着

主筋の継手部の重ね長さ及び末端部の定着処理を適切に行うこと。

ウ 伸縮継目及び隅角部の補強
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伸縮継目は適正な位置に設け，隅角部は確実に補強すること。

エ コンクリート打設，打継ぎ，養生等

コンクリートは，密実かつ均質で十分な強度を有するよう，打設，打継ぎ，養生等を適切に行

うこと。

オ 擁壁背面の埋戻し

擁壁背面の裏込め土の埋戻しは，所定のコンクリート強度が確認されてから行うこと。

カ 排水

擁壁背面の排水をよくするため，透水層，水抜き穴等を適切な位置に設けること。

(2) 練積み造擁壁

ア 丁張り

擁壁の勾配や裏込めコンクリート厚などを正確に確保するため，表丁張り，裏丁張りを設置す

ること。

イ 裏込めコンクリート及び透水層

裏込めコンクリート及び透水層の厚さが不足しないよう，組積み各段の厚さを明示した施工図

を作成すること。

ウ 抜型枠

裏込めコンクリートが透水層内に流入してその機能を損なわないよう，抜型枠を使用すること

エ 組積み

組積材（間知石等の石材）は，組積み前に十分水洗いをすること。また，擁壁の一体性を確保

するために，芋目地等ができないよう組積みすること。

オ 施工積高

１日の工程は，擁壁が前面にせり出さない程度にとどめること。

カ 水抜き穴

コンクリートで水抜き穴を閉塞しないこと。また，透水管の長さは透水層に深く入り過ぎない

こと。

キ コンクリート打設

胴込め及び裏込めコンクリートの打設に当たっては，コンクリートと組積材とが一体化するよ

う十分締固めること。

ク 擁壁背面の埋戻し

擁壁背面の埋戻し土は十分に締め固めを行い，常に組積みと並行して施工すること。

ケ 養生

胴込め及び裏込めコンクリートは，打設後直ちに養生シート等で覆い，十分養生すること。

コ その他

「地盤（地耐力等)｣,｢伸縮継目｣,｢隅角部の補強｣,｢排水」については，鉄筋コンクリートに準

じること。

(3) その他の擁壁

その他の擁壁を施工する場合は，擁壁背面及び基礎地盤等の土質条件によって，施工方法が異な

るので，設計条件及び施工場所の各種条件を十分把握し施工すること。
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６ 建設副産物の取扱い

建設残土及び建設廃棄物（以下「建設副産物」という）については，適正に処理を図ること。

(1) 建設副産物の運搬・処理に当たっては，不法投棄，安定処分場への他品目の混入，場外への土砂

等の流出等を生じさせないよう適切に処理しなければならない。

(2) 建設工事の計画，設計及び施行に当たっては，建設副産物の発生の抑制及び再資源化の促進に努

めること。

第10章 工事中における災害の防止

造成工事中においては，集中豪雨，台風等によって災害発生の危険が多く，なかでも，特に整地工事

においては，排水施設の不完全，表土の露出芝の未活着，又は擁壁の未築造等のため，通常の降雨によ

ってもがけ崩れ，及び土砂流出等の災害が発生しやすい状態になるので，工事の進捗に応じ防災措置を

行うものとする。

(1) 天気予報に注意し，台風，集中豪雨等による災害を未然に防止すること。

(2) 災害発生に備えて連絡組織系統図を現場詰所の見やすい場所に掲げておくこと。

(3) 災害が発生した場合には，関係機関に連絡し指示を受けるとともに，全力を上げ災害を最小限に

食い止めること。

第11章 雑 則

附 則

（施行期日）

１ この基準は平成１６年１０月１日から施行する。

（福岡市開発指導要綱及び福岡市開発指導技術基準の廃止）

２ 福岡市開発指導要綱及び福岡市開発指導技術基準（平成１３年３月１日制定）は廃止する。


